
土地や建物の「相続による所有権移転」

登記は，不動産の所在地を管轄する法務局

※ 相続登記は，司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は，戸籍の束に代えて，

法定相続人を特定したものです。預貯金の
払戻，相続税の申告，相続登記など相続手続
に利用できます。

相続手続に利用

法定相続情報証明制度の具体的な手続については，

をご覧ください。
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遺言，遺産分割，登記など
相続に関する手続のご相談は

司法書士へ

広島司法書士会

相続・遺言相談センター
ふくやま
福山市若松町７－７

☎ ０８４－９２６－４６５４

予約受付時間：月～金／13時～15時

相続・遺言相談センター
広島市中区上八丁堀６－６９

☎ ０８２－５１１－７１９６

予約受付時間：月～金／12時～15時

※ 相談の予約や開催時間などの詳細
は，各相談センターにお問合せください。

境界の問題など表示登記
に関するご相談は

土地家屋調査士へ

境界問題相談センターひろしま
広島市東区二葉の里１－２－４４

☎ ０８２－５０６－１１７１

受付時間：月～金／９時～1７時

広島県土地家屋調査士会

管轄
法務局

不動産登記
管轄区域

電話番号 所在地

本局
（不動産
登記部門）

広島市（安佐北
区，佐伯区を除
く。），海田町，府
中町，坂町，熊野
町

082-228-5201
自動音声ガイ
ダンス①→②

広島市中区上八丁
堀６－３０（広島合
同庁舎３号館）

可部
出張所

広島市安佐北区，
北広島町，安芸
太田町

082-812-2548
広島市安佐北区

可部南四丁目１０
－２０

廿日市
支局

廿日市市，大竹
市，広島市佐伯
区

0829-31-0164
廿日市市新宮
一丁目１５－４０

東広島
支局

東広島市，竹原
市，大崎上島町

082-422-2338
東広島市西条朝日
町９－１１（東広島
法務総合庁舎）

呉支局 呉市，江田島市 0823-21-9289
呉市中央三丁目

９－１５（呉地方合
同庁舎）

尾道支局
尾道市，三原市，
世羅町

0848-23-2882
尾道市古浜町

２７－１３（尾道地
方合同庁舎）

福山支局
福山市，府中市，
神石高原町

084-923-0102
福山市三吉町一丁
目７－２（福山法務
合同庁舎）

三次支局
三次市，安芸高
田市，庄原市

0824-62-2504
三次市三次町
１０７４

広島法務局
【登記手続案内予約・お問合せ先】

未来につなぐ相続登記推進プロジェクト
（広島法務局＆広島司法書士会）【令和２年２月作成】

総 合 相 談 セ ン タ ー
北部 ☎ ０８２４－６３－２２１７
江田島 ☎ ０８２－２２４－１３１３

要予約

手続案内を希望する法務局に事前の
ご予約をお願いします。
手続案内に関する詳細は，右の二次

元バーコードからご確認ください。
（リンク先：広島法務局ホームページ）

登記手続案内は予約制です

http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/161209-1.pdf


